
生活習慣病予防健診のご案内

事業者は、労働者に対し、1年以内ごとに1回、法令で定められた健康診断を実施することが義務づけられています。（安衛則第44条）
当センターでは、けんぽ未加入の方や補助対象外の方にも、下記の健康診断をご用意しております。

法定定期健診 〔労働安全衛生法に基づく定期健康診断〕

14,025円
●問診・医師診察 ●身体計測・腹囲 ●血圧測定 ●視力検査 ●聴力検査 ●尿検査
●血液検査（貧血、脂質、肝機能、血糖、HbA1c） ●胸部レントゲン検査 ●心電図検査

協会けんぽ一般健診準拠
19,635円

※協会けんぽの生活習慣病予防健診（一般健診）と同じ検査項目です。

※全国健康保険協会の補助はありません。

健康診断

2,750円ピロリ抗体

PSA 3,300円 4,400円乳腺エコー

内 容 補助対象者 自己負担額（税込）

生活習慣病予防健診（一般健診）
35歳以上 5,500円

※胃ｘ線から胃カメラに変更する場合、別途8,800円の追加料金がかかります。
※組織検査を実施した場合は、別途料金を頂きます。（保険適用）

生活習慣病予防健診（若年健診）
20･25･30歳 2,500円

※基本項目に胃X線と便検査は含まれておりません。
検査追加を希望される場合、別途10,714円のセット料金にて実施可能です。

節目健診★
40･45･50･55･60･65･70歳 2,780円

対象外年齢 9,911円

乳がん検診★ ●乳房レントゲン検査

40-48歳の偶数年齢 1,700円

50歳以上の偶数年齢 980円

対象外年齢
1方向 4,400円

2方向 6,050円

子宮がん検診★ ●問診、医師による内診 ●子宮細胞診 20歳以上の偶数年齢 990円

対象外年齢 4,730円※20-38歳の偶数年齢の方は、単独受診も可能です。

骨密度★
40歳以上の偶数年齢の女性 430円

対象外 2,750円

肝炎ウィルス検査★ ●ＨＣＶ抗体検査 ●ＨＢｓ抗原検査
過去にC型肝炎ウイルス検査を

受けたことがない方 等 540円

※対象年齢の方など、一定の条件があります。 対象外 4,730円

★印は生活習慣病予防健診（一般健診）に併せての受診となります。
※ご自身の補助対象の健診内容を確認する場合は協会けんぽのホームページにてご確認ください。
右記QRコードをご活用ください。→

オプション検査 HｂA1ｃ ６６０円

全国健康保険協会（協会けんぽ）


